
 

資料１ 

あま市成年後見制度利用支援事業実施要綱改正に向けて 

 

１ 趣旨 

  成年後見制度の利用の促進に関する法律第１４条に基づき、成年後見等実

施機関となる中核機関及び権利擁護支援センターを令和３年度から社会福祉

課に設置する。 

  これに当たって、本人がメリットを感じる成年後見制度の利用が促進でき

るよう、段階的にあま市成年後見制度利用支援事業実施要綱の助成対象等を

見直すとともに、適宜要綱を改正する。 

 

２ 現行制度の内容 

 ⑴ 支援内容 

  ①審判請求 

   ・後見、保佐、補助開始の審判請求 

   ・保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判 

   ・補助人の同意権付与の審判 

   ・保佐人、補助人の代理権付与の審判 

  ②審判請求に要する費用（審判請求費用） 

  ③成年後見人、保佐人又は補助人に対する報酬の費用の助成（後見人等報

酬助成） 

 

 ⑵ 対象者 

  ①審判請求（市長申立て） 

   ・市内に居住し、又は介護保険法その他の法令により市が援護を行って

いる者。 

   ・配偶者及び２親等内の親族がない者又はこれらの親族が審判請求を行

う意思のない者。 

    ※３親等又は４親等の親族で、審判請求を行う意思のある者があると

きは、市長は審判請求を行わない。 

  ②審判請求費用 

   ・市長は①により審判請求を行ったとき、審判請求費用を負担する。 

    ※この場合、後見人等の選任を受けた被後見人等が審判請求費用を負

担する能力があると判断したときは、後見人等を通じて被後見人等

の資産から当該費用の返還を求める。 

  ③後見人等報酬費用 

   ・市長申立てにより、後見等の審判を受けた被後見人等を対象とする。 



   ・その上で、生活保護法に規定する被保護者及びこれに準ずる低所得者

であって、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められ

る者であること。 

   ・又は審判請求費用及び後見人等報酬費用を被後見人の属する世帯の収

入及び資産から控除したときに、生活保護法による保護の基準により

算定した最低生活費の額を下回る者であること。 

 

３ 改正ポイント 

 ⑴ 令和３年４月までに改正するもの 

  ・住所地原則に改正 

    －あま市では利用支援事業を居住地原則としているが、他市町村の実

施要綱の内容（状況）を鑑みて、住所地原則に改正する。 

    －今後、利用支援事業を必要とする要支援者が自治体をまたぐ（住民

登録がされている自治体と援護を行っている自治体が異なる）案件

も想定されるため、双方の実施要綱を基に整理できるようにする。 

  ・市長申立てに限定しない 

    －現行制度では、審判請求費用及び後見人等報酬の助成は市長申立て

に限定されている。 

    －第５回設立準備委員会での委員の意見にもあったとおり、成年後見

制度の利用促進の観点から、市長申立てに限定しない。 

  ・語句の統一 

 

 ⑵ 改正の検討を要するもの 

  ・報酬助成対象の拡大 

    －第６条第２号では、生活保護の最低生活費の額を下回る者と規定し

ている。より成年後見制度の利用支援又は利用促進につながるよう

新たに基準を定め、制度設計する。 

    －Ａ市やＢ市のような要件が理想ではあるが、まずはＫ市のように、

収入要件や資産要件の額等の明文化を検討する。 

  ・後見監督人への報酬助成 

    －専門職監督人が親族後見人をサポートする方法もあることから、後

見監督人に対する報酬助成を規定するかどうか検討する。 

 



内容 対象者 要件

1 あま市 88,960人

・審判請求
費用
・後見人等
の報酬費
用

・後見人等
の選任を受
けた被後見
人等

＜審判請求＞
(1) 市内に居住し、又は介護保険法その他の法令により市が援護を行っている者
(2) 配偶者及び2親等内の親族がない者又はこれらの親族が審判請求を行う意思のない者

＜後見人等報酬費用の助成＞※市長申立てしたケースに限る
(1) 生活保護の被保護者及びこれに準ずる低所得者であって、助成を受けなければ成年後
見制度の利用が困難と認められるもの
(2) 審判請求費用及び後見人等報酬費用を被後見人の属する世帯の収入及び資産から控
除したときに、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費の額を下回る者

・審判請求に要する費用
・家庭裁判所が決定する後見
人等の報酬の金額とする。た
だし、被後見人が施設に入所
している場合は月額18,000
円、その他の場合は月額
28,000円を限度とする。

・審判請求は3親等又は4
親等の親族で、審判請求
を行う意思のあるものが
あるときは、市長申立てを
行わない。

・後見監督人等に対する
報酬助成は規定していな
い。

単独
直営
＋

委託

自治体
・社協

令和3
年4月
1日設
置予
定

2 Ａ市

・審判請求
費用
・後見人等
の報酬費
用
・後見監督
人等の報
酬費用

・申立人
・本人（被
後見人等）

ア　生活保護を受給している者
イ　中国残留邦人等支援給付を受給している者
ウ　以下の（1）から（4）のすべてに該当する者（世帯）
(1) 市町村民税非課税世帯
(2) 年間収入が単身世帯で150万円（世帯員が1人増えるごとに50万円を加算）以下
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円（世帯員が1人増えるごとに100万円を加算）以下
(4) 居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない

・審判に要した手数料等の費
用
・後見人等の報酬、後見監督
人等の報酬（合算して月額
28,000円まで）

※後見人等及び後見監督人
等が親族である場合、任意後
見は助成対象外

・被後見人等が死亡した
後の報酬助成もある。
・被後見人等の相続人及
び相続財産管理人から報
酬を受領することができな
い理由がある場合で、被
後見人等が死亡日時点
で、原則Ａ市内に住所を
有し、かつ左記の要件の
いずれかに該当する必要
がある。

3 Ｂ市

・審判請求
費用
・後見人等
の報酬費
用
・後見監督
人等の報
酬費用

・申立人
・後見人等
が選任され
た被後見人
等

＜審判請求費用助成対象及び要件＞
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等支援給付及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付
を受けている者
(3) Ｂ市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業実施要綱
に準じて、別表に掲げる要件に該当する者
(4) その他市長が認める者
別表
1　市町村民税非課税であること。
2　年間収入が150万円以下であること。ただし被後見人または申立人が世帯の主たる生計
維持者である場合は、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
3　預貯金等の額が350万円以下であること。ただし被後見人または申立人が世帯の主たる
生計維持者である場合は、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であるこ
と。
4　その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産
を所有していないこと。

＜後見人等報酬費用助成対象及び要件＞
・後見人等が選任された被後見人等のうち、原則Ｂ市に住民登録されている者又は法令等
によりＢ市が援護の実施者である者で、上記⑴から⑷のいずれかに該当する者。

・審判請求費用（審判に要した
費用に相当する額）

・市民後見人が後見人等に選
任されている被後見人等は、
後見人等又は後見監督人等
ひとり当たり月額8,000円を限
度とする。
・市民後見人以外が後見人等
又は後見監督人等に選任され
ている被後見人等のうち、第1
種社会福祉事業に該当する入
所又は医療機関に入院し、在
宅での生活が困難な者は、後
見人等又は後見監督人等ひと
り当たり月額18,000円を限度と
する。
・その他の者については、月
額28,000円を限度とする。

・審判請求費用の助成は
申立人及びそのすべての
世帯員全員が左記の各
号のいずれかに該当する
必要がある。

・本人（被後見人等）の配
偶者、直系血族及び兄弟
姉妹が後見人等又は後
見監督人等となっている
場合には、報酬助成は行
わない。

補足

成年後見制度利用支援事業の概要

成年後見制度利用支援事業の見直し検討表

中核機関（センター）情報

設置
方法

運営
方法

運営
主体

中核
機関

自治体 助成の内容・対象・要件
人口

（R2.8.1現在） 助成対象費用及び
報酬助成額
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内容 対象者 要件
補足

成年後見制度利用支援事業の概要

成年後見制度利用支援事業の見直し検討表

中核機関（センター）情報

設置
方法

運営
方法

運営
主体

中核
機関

自治体 助成の内容・対象・要件
人口

（R2.8.1現在） 助成対象費用及び
報酬助成額

4 Ｃ市

・審判請求
費用
・後見人等
報酬費用

・申立人
・本人

(1) 生活保護法に規定する保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受
けている者
(3) 別表で規定する要件全てに該当する者で、成年後見制度の利用に当たり、必要となる
費用の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると
市長が認めるもの
(4) Ｘセンター適正運営委員会の決定において、Ｘセンターが後見人等又は後見監督人等と
なっている者であって、別表に規定する要件全てに該当しないもののうち、必要となる費用
の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が
認めるもの

別表
1　その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、申請日の属する年度（申請日の
属する月が４月から６月までである場合は前年度）における地方税法の規定による市町村
民税を課されない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された
者であること。
2　世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額
以下であること。
3　世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算
した額以下であること。
4　世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し
得る資産を所有していないこと。

・審判請求費用助成の金額
は、申立人が審判請求を行う
に当たって負担した実費に相
当する額とする。

・報酬助成の金額は、報酬とし
て家庭裁判所が決定した額を
上限とし、後見人等1人につき
月額28,000円を上限とする。

・助成の対象者は、本人
がＣ市に住民登録があ
り、介護保険法の住所地
特例対象被保険者及び
障害者総合支援法の自
立支援給付の支給決定を
受けている障がい者で
あって、特定施設入所障
害者又は継続入所障害
者である者であることが
前提となる。

・親族後見の場合は報酬
助成の対象外となる。

・その他、未成年者の取り
扱いについては、成年後
見制度の利用を必要とす
る未成年の要支援者への
支援は、必要に応じて家
庭裁判所と協議の上、決
定する。

5 Ｄ市

6 Ｅ市

7 Ｆ市

8 Ｇ市

9 Ｈ市

・審判請求
に要する費
用
・後見人等
の報酬費
用

・申立人
・本人

(1) 生活保護法の規定による被保護世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給者
(3) 対象者の属する世帯の収入及び預貯金、債権、株式その他の金融資産の額から審判
請求の申立て費用及び後見人等の開始後の報酬の額を控除した額が、当該世帯に係る生
活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る世帯に属する者
(4) 次のアからエまでのいずれにも該当する世帯に属する者
ア　世帯員全員が市民税非課税である世帯
イ　世帯の年間収入の合計額が、単身世帯にあっては150万円、単身世帯でない世帯に
あっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である世帯
ウ　世帯の預貯金等の合計額が、単身世帯にあっては350万円、単身世帯でない世帯に
あっては350万円に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である世帯
エ　世帯員が居住する家屋その他の日常に必要な資産以外に利用し得る資産を所有して
いない世帯

・審判請求に要する費用

・家庭裁判所が決定した後見
人等の報酬額。ただし、助成
の対象者の生活の場が施設
の場合は月額18,000円を、在
宅の場合は月額28,000円を上
限とする。

・助成の対象者はＨ市に
住民登録があり、介護保
険法その他法令等の規定
により、Ｈ市が支援、保護
等を行っている者が前提
となる。

・親族後見は報酬助成の
対象外となる。

※報酬等助成は市長又
は福祉事務所長の申立て
あるいは前住所地で助成
を受けた者が前提要件と
なる。
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内容 対象者 要件
補足

成年後見制度利用支援事業の概要

成年後見制度利用支援事業の見直し検討表

中核機関（センター）情報

設置
方法

運営
方法

運営
主体

中核
機関

自治体 助成の内容・対象・要件
人口

（R2.8.1現在） 助成対象費用及び
報酬助成額

10 Ｉ市

・審判申立
てに要する
費用
・成年後見
人等に対す
る報酬等に
要する費用

・申立人
・本人
　（被後見
人等）

＜申立てに要する費用の負担に係る対象＞
(1) 申立てに要する費用を市が負担しなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある
者
(2) 生活保護法に規定する被保護者
(3) 申立てに要する費用を自己負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者

＜報酬等に要する費用の助成に係る対象＞
(1) 報酬等に要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあ
る者
(2) 生活保護法に規定する被保護者
(3) 報酬等に要する費用を自己負担することで、要保護者となる者

家庭裁判所が決定した報酬金
額の範囲内とし、次に定める
金額を上限とする。
(1) 在宅で生活している場合
月額28,000円
(2) 施設入所又は長期入院し
ている場合　月額18,000円

・申立てに係る対象の前
提は、要支援者（本人）が
Ｉ市に住民登録があり、介
護保険法その他法令等の
規定により、Ｉ市が支援、
保護等を行っている者
で、4親等の親族があって
申立てする者の存在が明
らかであるときは、この限
りでない。
・申立ての適否等を審査
するＩ市成年後見審判申
立審査会を開催する。

11 Ｊ市

・審判申立
に要する費
用
・成年後見
人等の報
酬費用

・本人
・後見人等
が選任され
た被後見人
等

＜申立費用の負担＞
(1) 申立てに要する費用の支援を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある
場合
(2) 生活保護法の被保護者である場合
(3) 申立てに要する費用を負担することにより、生活保護法に規定する要保護者となる場合

＜成年後見人等に対する報酬等に関する支援の対象＞
(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ成年後見制度の利用が困
難な状況にある場合
(2) 生活保護法の被保護者である場合
(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することにより、要保護者となる場合

・申立費用（審判に要した手数
料等の実費）。

・後見等の開始後に必要な成
年後見人等に対する報酬等の
実費の範囲内とし、予算に定
める額を限度とする。

（要綱には具体的な金額の記
載無し）

・報酬等支援の対象とな
る前提は、Ｊ市に住民登
録があって、介護保険法
その他法令等の規定によ
り、Ｊ市が支援、保護等を
行っている者となる。

・報酬助成額は家庭裁判
所が決定した報酬額を全
額助成している。

12 Ｋ市

・市長申立
て費用及び
審判申立
の経費の
全部又は
一部
・成年後見
等の業務に
対する報酬
経費の全
部又は一
部

・本人
・後見人等
が選任され
た被後見人
等

＜住所要件＞
以下の(1)から(4)のいずれかを満たす者。ただし、Ｋ市以外の区市町村長の申立てにより被
後見人等となった者を除く。
(1) Ｋ市に居住し、かつ、Ｋ市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 生活保護法による被保護者
(3) 中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給者
(4) Ｋ市の援護により他市の住所地特例施設に入居等している者

＜資産要件＞
以下の(1)から(3)の全てを満たす者
(1) 申請時において賦課決定している最新の年度の住民税が世帯全員非課税である者
(2) 本人を含む世帯全員の預貯金等の額が単身世帯の場合は50万円以下、単身以外の世
帯の場合は100万円以下である者
(3) 居住する家屋以外に、資金化して報酬の支払に充てることができる本人の適当な資産
(生命保険又は傷害保険等を除く)がない者
(注) 動産及び不動産は生活保護受給判断基準と同じ。

・申立費用（審判に要した手数
料等の実費）
・後見人等に対する報酬は家
庭裁判所の報酬付与の審判
によって決定された報酬額と
し、月を単位に算定を行い、上
限は次に掲げる額とする。た
だし、同一の月に施設入所期
間とその他の期間が混在する
場合は、それぞれの期間の日
数をもって按分するものとし、
小数点以下の端数を切り捨て
るものとする。
(1) 施設に入所している者に対
する報酬の上限額　月額
18,000円
(2) その他の者に対する報酬
の上限額　月額28,000円

・本人が死亡した後の報
酬については、遺留試算
で不足する金額に限り、
助成する。
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○あま市成年後見制度利用支援事業実施要綱 

平成22年3月22日 

告示第33号 

改正 平成25年2月26日告示第24号 

平成28年3月25日告示第39号 

平成28年7月1日告示第109号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、事理弁識能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者（以

下「要支援者」という。）に対し、民法（明治29年法律第89号）で定める成年後見制度

の利用を支援することにより、要支援者の権利を擁護し、安定した日常生活の実現を図る

ことを目的として実施するあま市成年後見制度利用支援事業に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（支援の内容） 

第２条 支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 次に掲げる審判の請求（以下「審判請求」という。） 

ア 後見開始の審判（民法第7条） 

イ 保佐開始の審判（民法第11条） 

ウ 保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判（民法第13条第2項） 

エ 補助開始の審判（民法第15条第1項） 

オ 補助人の同意権付与の審判（民法第17条第1項） 

カ 保佐人の代理権付与の審判（民法第876条の4第1項） 

キ 補助人の代理権付与の審判（民法第876条の9第1項） 

(2) 審判請求に要する費用（以下「審判請求費用」という。）の負担 

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人（以下「後見人等」という。）に対する報酬の費用

（以下「後見人等報酬費用」という。）の助成 

（審判請求の対象者） 

第３条 市長は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第32条、知的障害者福祉法（昭和35

年法律第37号）第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第

123号）第51条の11の2の規定に基づき、次の各号のいずれにも該当する要支援者につい

て審判請求を行うものとする。 

(1) 市内に居住し、又は介護保険法（平成9年法律第123号）その他の法令により市が援



護を行っている者 

(2) 配偶者及び2親等内の親族がない者又はこれらの親族が審判請求を行う意思のない

者 

２ 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族で、審判請求を行う意思のあるもの

があるときは、市長は、審判請求を行わないものとする。 

（審判請求の費用負担） 

第４条 市長は、前条第1項の規定により審判請求を行ったときは、家事事件手続法（平成

23年法律第52号）第28条第1項の規定により、審判請求費用を負担するものとする。 

（審判費用の求償） 

第５条 市長は、第3条第1項の規定による審判請求に基づき後見人等の選任を受けた者（以

下「被後見人等」という。）が市の負担した審判請求費用を負担する能力があると判断し

たときは、後見人等を通じて被後見人等の資産から当該費用の返還を求めることができる。 

２ 市長は、前項に規定する審判請求費用の返還請求に関し、その求償権を得るため、審判

請求と同時に、家事事件手続法第28条第2項に基づき審判請求費用の負担を命ずることを

求める申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。 

（後見人等報酬費用の助成対象者） 

第６条 後見人等報酬費用の助成の対象者は、被後見人等のうち、次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者及びこれに準

ずる低所得者であって、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるも

の 

(2) 審判請求費用及び後見人等報酬費用を被後見人の属する世帯の収入及び資産から控

除したときに、生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）により算

定した最低生活費の額を下回る者 

（後見人等報酬費用の助成の申請） 

第７条 後見人等報酬費用の助成を受けようとする被後見人は、後見人等をして、後見人等

報酬費用助成申請書（様式第1号）及び次に掲げる書類を市長に提出するものとする。 

(1) 家庭裁判所が発行する後見等報酬付与の審判書謄本の写し 

(2) 後見等事務報告書の写し 

(3) 財産目録書等の写し 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その適否を後見人等報酬費用



助成（決定・却下）通知書（様式第2号）により当該後見人等に通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第８条 市長は、前条第2項の規定により後見人等報酬費用の助成の決定通知を受けた後見

人等からの請求に基づき、後見人等報酬費用助成金（以下「助成金」という。）を交付す

るものとする。 

（助成金の額） 

第９条 助成金の額は、家庭裁判所が決定する後見人等の報酬の金額とする。ただし、被後

見人が施設に入所している場合は月額1万8,000円を、その他の場合は月額2万8,000円を

限度とする。 

（後見人等の届出義務） 

第10条 後見人等は、被後見人等について次の各号のいずれかに該当するときは、速やか

に市長に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) 第2条に規定する支援を要しなくなったとき。 

(3) 世帯の状況に変更があったとき。 

（後見人等報酬費用の助成の廃止） 

第11条 市長は、被後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、後見人等

報酬費用の助成を廃止するものとする。 

(1) 第3条第1項又は第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。 

(2) 転居等により市内に居住しなくなったとき。ただし、介護保険法及びその他の法令

の規定により市が援助を行っている場合を除く。 

（助成金の返還） 

第12条 市長は、不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交

付した助成金を返還させることができる。 

２ 市長は、被後見人等が死亡した時において、相続財産があることが判明したときは、相

続人に対して、その相続財産の範囲内で、交付した助成金の返還を請求することができる。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成22年3月22日から施行する。 



（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の美和町成年後見制度利用支援事業実施要綱

（平成19年美和町訓令第36号）又は甚目寺町成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成

20年甚目寺町要綱第29号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告

示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成25年告示第24号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成28年告示第39号） 

この告示は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則（平成28年告示第109号） 

この告示は、公示の日から施行する。 



 

 



 

 

 


